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（提供書面）

事業報告（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や業況感が改善するなか、設備投資は増

加傾向を続けており、緩やかな回復基調となりました。また、個人消費につきましても、雇

用・所得環境の着実な改善を背景に、緩やかに増加する結果となりました。

　当連結会計年度における清涼飲料業界の状況につきましては、夏場前半までは全国的に天

候に恵まれましたものの、８月以降の東日本を中心とした記録的な大雨や台風などの異常気

象の影響等により、清涼飲料業界全体では前年並みの結果となりました。

　カテゴリー別では、炭酸飲料やミネラルウォーターが前年並みに推移し、緑茶・麦茶等の

無糖茶系飲料が健康志向の高まりを背景に前年を上回る結果となりました。

　しかしながら、コーヒー飲料につきましては、ペットボトルへのシフト等、容器の多様化

は進みましたものの、通常缶やリシール缶（ボトル缶）が前年を下回りましたため、コーヒ

ー飲料全体では前年を若干下回る結果となりました。

　食品缶詰業界の状況につきましては、水産缶詰ではイワシ・サバ等の水産原料が比較的安

定して確保できましたものの、カニ・サンマ等のその他の水産原料については原料不足の影

響を大きく受け、前年を下回る結果となりました。

　また、農産缶詰につきましては、天候不順の影響はありましたものの、前年並みに推移す

る結果となりました。

－ 1 －

当事業年度の事業の状況
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営業利益 （単位：百万円）

998

2,794

前期 当期

売上高 （単位：百万円）

40,23642,892

前期 当期

売上高構成比

33.7％
容器事業 売上高　40,236百万円

（前年度比6.2％減）

（メタル缶）
(イ)飲料缶・食品缶
　飲料用スチール空缶につきましては、ホット用として販売をおこなっておりましたＢＴ缶（固
形物の出易いくびれ缶）がコールド商品に採用されるなど好調に推移しましたものの、主力の缶
コーヒーがペットボトルへのシフト等の影響により減少しましたため、飲料用スチール空缶全体
では前年を下回る結果となりました。
　食品缶詰用空缶につきましては、水産缶詰では、イワシ・サバ等の販売が堅調でありましたも
のの、カニ・サンマ等のその他の水産原料につきましては、原料不足の影響により減産となり、
前年を下回る結果となりました。また、農産缶詰につきましても、前年を大きく下回りましたた
め、食品缶詰用空缶全体では前年を下回る結果となりました。
(ロ)その他
　エアゾール用空缶につきましては、春先の天候不順の影響により主力の殺虫剤関連製品が前年
を下回りましたものの、塗料等の一般缶が堅調に推移し、さらに、燃料ボンベ缶の新規受注等も
ありましたため、前年を上回る結果となりました。
　また、美術缶につきましても、ギフト関連製品は前年割れとなりましたものの、スパイス缶の
販売が好調に推移しましたため、美術缶全体では前年を上回る結果となりました。

（プラスチック容器）
(イ)飲料用ペットボトル
　飲料用ペットボトルにつきましては、お客様による内製化拡大の影響等により、前年を下回る
結果となりました。また、プリフォーム（ボトル成形前の中間製品）につきましても、天候不順
の影響等により前年を下回りましたため、プリフォームを含む飲料用ペットボトル全体では前年
を下回る結果となりました。
(ロ)食品用ペットボトル
　食品用ペットボトルにつきましては、贈答用商品の販売の減少や個食化に伴う小容量サイズの
需要拡大により大容量サイズの販売が落ち込みましたため、食品用ペットボトル全体では前年を
下回る結果となりました。
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(ハ)その他
　一般成形品につきましては、化粧品用および農薬・園芸品用が堅調に推移しましたため、前年
を上回る結果となりました。また、バッグインボックスにつきましても販売が好調であり前年を
上回りましたため、一般成形品全体では前年を上回る結果となりました。

　以上の結果、容器事業全体の売上高は、402億36百万円（前年度比6.2%減）となり、営業利益は9
億98百万円（前年度比64.3%減）となりました。

営業利益 （単位：百万円）

5,198
5,679

前期 当期

売上高 （単位：百万円）

69,84170,703

前期 当期

売上高構成比

58.6％
充填事業 売上高　69,841百万円

（前年度比1.2％減）

（缶製品）
　缶製品につきましては、リシール缶（ボトル缶）が新ラインの稼働により好調に推移しました
ものの、通常缶がペットボトルへのシフトの影響等により販売が減少したため、缶製品全体では
前年を下回る結果となりました。

（ペットボトル製品）
　ペットボトル製品につきましては、アセプティック（無菌充填）を含む小型ペットボトルでは、
一部生産ラインのリニューアル工事の影響はありましたものの、夏場前半まで全国的に天候に恵
まれたことに加え、お客様の新製品の受注や新ラインの稼働等も寄与したことにより前年を上回
る販売となりました。しかしながら、アセプティック（無菌充填）を含む大型ペットボトルでは、
大型・小型兼用ラインにおいて小型ペットボトル製品を優先して製造したことや、ミネラルウォ
ーターの受注が減少したこと等により、前年を下回る販売となりましたため、ペットボトル製品
全体では前年並みに推移する結果となりました。

　以上の結果、乳製品受託製造販売を営むくじらい乳業株式会社を加えた充填事業全体の売上高
は698億41百万円（前年度比1.2%減）となり、営業利益は51億98百万円（前年度比8.5%減）となり
ました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況



連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

営業利益 （単位：百万円）

246

174

前期 当期

売上高 （単位：百万円）

3,279
2,897

前期 当期

売上高構成比

2.7％
機械製作事業 売上高　3,279百万円

（前年度比13.2％増）

　機械製作事業につきましては、加工工作部門において自動車部品生産設備やリチウム電池製造設
備の受注等が堅調であり、またエンジニアリング部門につきましても前年を上回る結果となりまし
たため、機械製作事業全体の売上高は32億79百万円（前年度比13.2％増）となり、営業利益は2億46
百万円（前年度比41.4%増）となりました。

営業利益 （単位：百万円）

△110 △124

前期 当期

売上高 （単位：百万円）

5,9165,582

前期 当期

売上高構成比

5.0％
その他 売上高　5,916百万円

（前年度比6.0％増）

　インドネシアにおいて、容器（ペットボトル）製造から内容物の充填までを一貫しておこなう
PT.HOKKAN INDONESIA（ホッカン・インドネシア）では、主要なお客様に対して積極的な営業活動を
進めてまいりましたが、一部のお客様による内製化の影響等により前年を下回る結果となりました。
ま た 、 ベ ト ナ ム に お い て 清 涼 飲 料 の 受 託 充 填 事 業 を 営 ん で お り ま す N I H O N  
CANPACK(VIETNAM)CO.,LTD.（日本キャンパック・ベトナム）は、同国における天候不順やお客様に
よる一部内製化の影響のため、前年を下回る販売となりました。
　化粧品等製造販売を営む株式会社コスメサイエンスは、新規ラインの増設やお客様の新製品受注、
また、新たなお客様との取引開始により、前年を大幅に上回る販売となりました。

　以上の結果、工場内運搬作業等をおこなっております株式会社ワーク・サービスを加えたその他
全体の売上高は59億16百万円（前年度比6.0%増）となり、営業損失は1億24百万円（前年度は営業損
失1億10百万円）となりました。
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　以上により、当連結会計年度における売上高は1,192億74百万円(前年度比2.3%減)、営業利益は51
億35百万円(前年度比31.6%減）、経常利益は63億3百万円(前年度比27.8%減)、親会社株主に帰属す
る当期純利益は42億61百万円(前年度比14.5%減)となりました。

<部門別の売上高>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

部 門 別 第92期 第93期(当期)

容 器 事 業 42,892 40,236

充 填 事 業 70,703 69,841

機 械 製 作 事 業 2,897 3,279

そ の 他 5,582 5,916

合 計 122,075 119,274

（注）内部売上を除いております。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施いたしました設備投資は、124億59百万円であります。その主
なものは株式会社日本キャンパックにおける赤城工場の新アセプラインの導入、および東都
成型株式会社における新工場建設等であります。

③　資金調達の状況
　当社グループは、株式会社日本キャンパックおよび東都成型株式会社において積極的な設
備投資を行ったことにより、当期末借入金残高は、前期末に比べ17億60百万円増加し、430億
97百万円となりました。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　（該当ありません）

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　（該当ありません）

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　（該当ありません）

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　（該当ありません）

－ 5 －
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

119,923

152,931

第91期第90期

119,274

当期

122,075

第92期

売上高� （単位：百万円）

5,732

1,652

第91期第90期

6,303

当期

8,732

第92期

経常利益� （単位：百万円）

3,384

△4,805

第91期第90期

4,261

当期

4,987

第92期

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

50.33

△71.45

第91期第90期

69.92

当期

78.95

第92期

1株当たり当期純利益� （単位：円）

第91期第90期

132,101134,820

49,59747,012 49,59747,012

当期

137,693

第92期

127,134

51,06851,068
55,072

総資産/純資産� （単位：百万円）

677.96640.91

第91期第90期

879.41

当期

811.03

第92期

1株当たり純資産額� （単位：円）

区 分
第90期

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

第91期

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

第92期

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

第93期(当期)

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

売上高 百万円 152,931 119,923 122,075 119,274

経常利益 百万円 1,652 5,732 8,732 6,303
親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

百万円 △4,805 3,384 4,987 4,261

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

円 △71.45 50.33 78.95 69.92

総資産 百万円 134,820 132,101 127,134 137,693

純資産 百万円 47,012 49,597 51,068 55,072

１株当たり純資産額 円 640.91 677.96 811.03 879.41

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％
北 海 製 罐 株 式 会 社 3,000 100.0 各種空缶、容器の製造・販売

株式会社日本キャンパック 411 99.8 各種飲料の受託製造・販売

オーエスマシナリー株式会社 400 100.0 各種機械の製造・販売

(注)1.当社の連結子会社は、上記の重要な子会社３社を含む計12社であり、持分法適用関連会社は１社であります。

2.比率は発行済株式総数に対する所有株式数の割合を、小数第2位を四捨五入して表示しております。

3.当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 北海製罐株式会社

特定完全子会社の住所
（本社）東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
（本店）北海道小樽市色内三丁目1番1号

当社および当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

17,116百万円

当社の総資産額 80,770百万円

(4) 対処すべき課題
　来期のわが国経済の見通しにつきましては、中東を始めとする地政学リスクや欧米を始めとす
る世界的な政情不安等による経済の保護主義化の懸念や為替・株価・原油価格等の乱高下も予想
されるなか、景気の先行きは不透明感が続くものと思われます。
　このような状況のなかで、当社グループでは平成28年４月に東洋製罐グループホールディング
ス株式会社と経営統合に関する基本合意書を締結しておりましたが、公正取引委員会による企業
結合審査が長期化し、本経営統合実現の目途が立たないなか、金属缶の需要減少等も進んだこと
により、本経営統合後のメリットの享受が当初の想定ほど見込めなくなりましたため、この度、
本年３月30日付にて両社間において契約を解除することといたしました。
　当社グループは、平成30年度以降、新たな目標に向かって再出発をしてまいります。具体的に
は、本総会並びに総会後開催される取締役会の承認を経て就任予定の代表取締役会長・社長によ
る新体制のもと、新中期経営計画「ＦＵＴＵＲＥ－５」の基本方針に従い、（１）事業構造の転
換（２）海外事業の展開（３）新規事業の創出　を基本戦略として携え、これから中核となる事
業、成長させていく事業において集中的な経営資源の投下をおこない、将来に向けて確固たる礎
を築き上げてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともご理解と一層のご支援を賜りますようお願い申しあげ
ます。

－ 7 －

重要な子会社の状況、対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

① 各種空罐、容器の製造販売

② 清涼飲料水・酒類その他各種飲料の受託充填および販売

③ 乳製品・菓子類の受託製造販売

④ レトルト食品の受託製造販売

⑤ 各種化粧品の受託製造販売

⑥ 各種機械の製造販売

⑦ 機械器具設置工事業

⑧ 倉庫業

⑨ 土木・建築工事の設計、施工請負

(6) 主要な営業所および工場（平成30年３月31日現在）

① 当社の事業所

本社（本店）東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

　　　（丸の内三井ビル）

② 主要な子会社の事業所

北海製罐株式会社

本社　東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

（丸の内三井ビル）

本店　北海道小樽市色内三丁目１番１号

中央研究所（埼玉県）

工場　岩槻（埼玉県）・千代田（群馬県）・小樽（北海道）・明和（群馬県）・滋賀

事業所（滋賀県）・館林事業所（群馬県）

株式会社日本キャンパック

本社（本店）東京都千代田区丸の内二丁目２番２号

（丸の内三井ビル）

工場　群馬第１（群馬県）・群馬第２（群馬県）・利根川（群馬県）・赤城（群馬県）

オーエスマシナリー株式会社

本社　群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛4119番地１

本店　北海道小樽市銭函三丁目511番地12

工場　小樽（北海道）・群馬（群馬県）

－ 8 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場



2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

(7) 使用人の状況（平成30年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

セグメントの名称 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

容 器 事 業 715名 12名増

充 填 事 業 672名 26名増

機 械 製 作 事 業 83名 1名減

そ の 他 498名 11名増

全 社 （ 共 通 ） 31名 1名増

合　　計 1,999名 49名増

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

31名 1名増 44.9歳 12.8年

(8) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

借　　　　入　　　　先 借　　　　入　　　　額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 7,040百万円

農 林 中 央 金 庫 5,400

三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 5,200

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,400

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 3,680

(注)平成30年４月１日付で株式会社三菱東京UFJ銀行は株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しておりま
す。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
①　公正取引委員会による北海製罐株式会社への立入検査について
　当社子会社である北海製罐株式会社は、平成29年４月20日に食品用空缶取引に関して、ま
た平成30年２月６日に飲料用空缶取引に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正
取引委員会の立入検査を受けました。
　当社および北海製罐株式会社といたしましては、公正取引委員会の調査に全面的に協力し
ております。

②　北海製罐株式会社に対する訴訟の提起について
　当社子会社である北海製罐株式会社は、平成29年３月31日および平成29年５月19日付で東
京地方裁判所において訴訟の提起を受け、同年４月29日および６月５日に訴状を受領しまし
た。訴訟の概要は以下のとおりであります。

－ 9 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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　（イ）訴訟を提起した者
　　a.名称：遠東新世紀股份有限公司およびその子会社
　　b.住所：台北市大安區敦化南路二段207號36樓
　　c.代表者の氏名：徐　旭東
　（ロ）訴訟の概要および請求額
　　　原告である遠東新世紀股份有限公司およびその子会社は、当社子会社である北海製罐

株式会社他に対し、原料購入代金等について、共同被告と連帯して支払うよう求めてお
ります。

　　請求額は、1,053百万円および遅延損害金の支払いとされております。
　（ハ）今後の見通し
　　　当社子会社である北海製罐株式会社としては、原告である遠東新世紀股份有限公司お

よびその子会社の主張は不当であると認識しており、法廷の場において適切に対処して
まいります。

－ 10 －

その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 240,000,000株

②　発行済株式の総数 67,346,935株

③　株主数 5,013名

④　大株主(上位10名)

株　　　主　　　名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 3,274千株 5.37％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,973 4.88

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,435 4.00

農 林 中 央 金 庫 2,000 3.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,815 2.98

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 1,805 2.96

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 1,765 2.90

ホッカンホールディングスグループ取引先持株会 1,611 2.64

Ｊ Ｆ Ｅ ス チ ー ル 株 式 会 社 1,565 2.57

株 式 会 社 メ タ ル ワ ン 1,300 2.13

（注）1.持株数は千株未満を切捨てて表示しております。

2.当社は自己株式を6,399,920株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

3.持株比率は自己株式（6,399,920株）を控除して計算しております。

－ 11 －

株式の状況
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(2) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成30年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役社長 工 藤 常 史 代表取締役

･北海製罐株式会社取締役・株式会社日本キャンパック取締役

･オーエスマシナリー株式会社取締役

常務取締役 山 崎 節 昌 経理部担当

･北海製罐株式会社取締役

常務取締役 池 田 孝 資 経営企画室・海外事業統括部担当、海外事業統括部長

･オーエスマシナリー株式会社取締役

取 締 役 久保田　裕　一 ･北海製罐株式会社代表取締役社長

取 締 役 藤 本 良 一 ･株式会社日本キャンパック代表取締役社長

･株式会社西日本キャンパック代表取締役社長

取 締 役 小 池 明 夫 ＣＳＲ・新規事業担当

取 締 役 武 田 卓 也 総務部・情報システム部担当、情報システム部長

･北海製罐株式会社取締役

取 締 役 田 中 　 弘 ･神奈川大学名誉教授

取 締 役 安 藤 信 彦 ･安藤総合法律事務所所長・株式会社ムサシ社外監査役

常勤監査役 竹 田 由 里 ･北海製罐株式会社監査役・株式会社日本キャンパック監査役

監 査 役 寺 嶋 　 勉 ･北海製罐株式会社監査役

監 査 役 新 名 孝 信 ･新名孝信税理士事務所所長・カラカミ観光株式会社社外監査役

監 査 役 田 代 宏 樹 ･北海製罐株式会社監査役・田代法律事務所所長

（注）1．取締役田中弘氏および取締役安藤信彦氏は、社外取締役であります。
2．取締役田中弘氏は、主に会計学の分野において豊富な経験と専門知識を有しております。
3．取締役安藤信彦氏は、弁護士の資格を有しており法務に関する知見を有するものであります。
4．監査役新名孝信氏および監査役田代宏樹氏は、社外監査役であります。
5．監査役新名孝信氏は、税理士の資格を有しており税務に関する知見を有するものであります。
6．監査役田代宏樹氏は、弁護士の資格を有しており法務に関する知見を有するものであります。
7．当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8．平成30年６月28日開催予定の弊社取締役会において、代表取締役社長工藤常史氏は代表取締役会長に

就任する予定であります。
9．平成30年６月28日開催予定の弊社取締役会において、常務取締役池田孝資氏は代表取締役社長に就任

する予定であります。

－ 12 －

会社役員の状況
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②　事業年度中に退任した取締役および監査役

　（該当ありません）

③　責任限定契約の内容の概要

　　　当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。

④　取締役および監査役の報酬等

(イ)　当事業年度に係る報酬等の総額

区　　　　　　　分 支 払 人 員 支 払 額

取　　　締　　　役
（う　ち　社　外　取　締　役）

9名
(2)

150百万円
(14)

監　　　査　　　役
（う　ち　社　外　監　査　役）

4
(2)

32
(7)

合　　　　　計
（う　ち　社　外　役　員）

13
(4)

182
(21)

 (注) 1．取締役の報酬限度額は、昭和61年３月28日開催の第60回定時株主総会において月額24百万円以内（た
だし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

2．監査役の報酬限度額は、平成10年３月27日開催の第72回定時株主総会において月額６百万円以内と決
議いただいております。

(ロ)　当事業年度に支払った役員退職慰労金

　（該当ありません）

－ 13 －

会社役員の状況
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(ハ)　社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額

　当事業年度において社外取締役および社外監査役が当社子会社から役員として受けた

報酬等の額は０百万円であります。

⑤　社外役員に関する事項

(イ)　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　社外取締役田中弘氏は、神奈川大学名誉教授であり、当社と同大学との間には特別な

関係はありません。

　社外取締役安藤信彦氏は、安藤総合法律事務所所長および株式会社ムサシの社外監査

役であり、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

　社外監査役新名孝信氏は、新名孝信税理士事務所所長であり、当社は同氏と顧問税理

士契約を締結しております。また、同氏はカラカミ観光株式会社の社外監査役であり、

当社と同社との間には特別な関係はありません。

　社外監査役田代宏樹氏は、田代法律事務所所長であり、当社と兼職先との間には特別

な関係はありません。また、同氏は北海製罐株式会社の監査役でありますが、同社は当

社の100%子会社であります。

(ロ)　当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 お よ び 発 言 状 況

取 締 役 　 田 中 　 弘
当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席しており、主に会計学
の博士の見地から発言をおこなっております。

取 締 役 　 安 藤 信 彦
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回出席し、弁護士として
主に法令や定款の遵守に係る見地から発言をおこなっております。

監 査 役 　 新 名 孝 信
当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、また、監査役会10
回全てに出席しており、税理士として主に税務、会計等の見地から発言
をおこなっております。

監 査 役 　 田 代 宏 樹
当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、また、監査役会10
回全てに出席しており、弁護士として主に法令や定款の遵守に係る見地
から発言をおこなっております。

－ 14 －

会社役員の状況
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(3) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称

きさらぎ監査法人

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

きさらぎ監査法人：24百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監

査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額

にはこれらの合計額を記載しております。

③　当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

きさらぎ監査法人：79百万円

（注）1.当社の子会社であります北海製罐株式会社、株式会社日本キャンパックにつきましても、きさらぎ監

査法人が会計監査人となっております。

2.上記金額には、当社の子会社であります北海製罐株式会社がきさらぎ監査法人に対して支払った「電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第１項」に基づき作成した

賦課金に係る特例の認定申請書に係る確認業務（非監査業務）の対価を含んでおります。

④　監査役会が会計監査人の報酬等の額に同意した理由

　会計監査人であるきさらぎ監査法人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報

酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証をおこなったうえで会計

監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑤　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし

ます。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項の各号のいずれかに該当すると認められる場合、

監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が

選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨お

よびその理由を報告いたします。

－ 15 －

会計監査人の状況
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(4) 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

①  業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

（イ）当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

　　  a.当社は、コンプライアンス体制確立に向け「企業倫理規程」として、「経営理念」､ 

「環境方針」、「情報セキュリティ基本方針」、「役職員行動規範」、「同細則」を

定めており、これらの遵守を引き続き図る。

　　  b.取締役会は、「取締役会規則」に基づき月1回これを開催することを原則とし、その他

必要に応じて随時開催しており取締役間の意思疎通の確保、業務執行の相互監督を行

っており今後ともこの体制を維持する。また、必要に応じ外部の専門家を起用する等

も含め、法令・定款違反行為を未然に防止する体制を整える。

　　  c.取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針および分担に従い各監査

役が監査対象として監査を実施しており、今後ともこの体制を維持する。

　　  d.取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役および取

締役会に報告しその是正を図ることとする。

　　  e.当社グループ企業全体としてのコンプライアンス体制を維持・整備するため、「コン

プライアンス委員会」を設置し、必要に応じ各事業会社にて規則、ガイドラインの策

定・研修を行うほか、業務運営に関する違法、不正または不当な行為の早期発見およ

び是正を図るため「内部通報制度」を活用し適正な業務運営に努める。

　　  f.当社グループ全体の内部監査部門として社長直轄の監査室を設置し、監査結果につい

ては、社長および監査役に定期的に報告する体制としている。また、総務部について

は当社グループ全体のコンプライアンス統括部署として機能させる体制としている。

なお、これらの体制は今後とも継続させることとする。

　　  g.当社は、「役職員行動規範」にて「反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は

一切行わない」ことを明記し、その堅持に努めており、引き続き適切な対応を行う。

（ロ）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　　　　　 取締役会議事録等、取締役の職務執行に係る文書等の情報については、法令、社内

規程等に基づき保存管理することとする。また、取締役および使用人の業務上の情報

管理については、「情報セキュリティ基本方針」に基づき対応する。

－ 16 －
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（ハ）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　  a.当社は、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を中心に、当社グループ全体のリ

スク管理を統括するとともに、定期的にリスクの識別等を実施し、抽出された個々の

リスクについての対応を継続的に実施することによりリスクの極小化に努める。

　　  b.不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする危機管理対策本部を設置し迅速

な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとする。

（ニ）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　  a.当社は、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

　　  b.取締役会の決定に基づく業務執行については、当社組織規程、業務分掌規程において

定める。

　　  c.当社は取締役の職務執行の効率化の観点から決裁基準を設け、取締役の職務執行の権

限を一部移譲することとする。

（ホ）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　　　  a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　　　  ⅰ. 子会社からの定期的な営業成績、財務状況その他の重要な情報については、月１

回開催される当社主催のグループ経営会議において報告される。

　　　　　  ⅱ. 当社が定める子会社管理規程および海外事業会社管理規程において定期的な管理

を行っている。

　　　　  b.子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　　　　　当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程のもと、「リス

ク管理委員会」を中心に、子会社のリスク管理についても、定期的にリスクの識

別等を実施し、抽出された個々のリスクについての対応をリスク管理委員会を通

じて継続的に実施することによりリスクの極小化に努める。

　　　　  c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　　　  ⅰ. 当社グループでは、５事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当

該中期経営計画を具体化するため、事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標

を定める。

－ 17 －
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　　　　　  ⅱ. 子会社からの重要な情報については、月１回開催される当社主催のグループ経営

会議において報告され、個々の対応方針が決定される。

　　　　　  ⅲ. 経営管理については、「ホッカングループ運営要領」、「事業会社決裁基準」に

従い、一定の重要事項について当社への決裁・報告による事業会社経営管理を実

施する体制を継続する。

　　　　  d.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制

　  ⅰ. 当社グループでは、コンプライアンス体制確立に向け「企業倫理規程」として、

「経営理念」、「環境方針」、「情報セキュリティ基本方針」、「役職員行動規

範」、「同細則」を定めており、グループ全体でこれらの遵守を引き続き図る。

　  ⅱ. 取締役の職務執行については、監査役会設置会社においては各会社の監査役会の

定める監査の方針および分担に従い各監査役が監査対象として監査を実施してお

り、今後ともこの体制を維持する。

　  ⅲ. 取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役およ

び取締役会に報告しその是正を図ることとする。

　  ⅳ. 当社グループ全体としてのコンプライアンス体制を維持・整備するため、「コン

プライアンス委員会」を設置し、その中で各社ごとにコンプライアンス委員を選

任し、コンプライアンス委員を中心としてコンプライアンス教育・研修を行うほ

か、業務運営に関する違法、不正または不当な行為の早期発見および是正を図る

ため「内部通報制度」を活用し適正な業務運営に努める。

　  ⅴ. 当社グループ全体の内部監査部門として当社社長直轄の監査室を設置し、監査結

果については、社長および監査役に定期的に報告する体制としている。また、総

務部については当社グループ全体のコンプライアンス統括部署として機能させる

体制としている。なお、これらの体制は今後とも継続させることとする。

　  ⅵ. 当社グループは、「役職員行動規範」にて「反社会的勢力には毅然として対応し、

利益供与は一切行わない」ことを明記しその堅持に努めており、引き続き適切な

対応を行う。
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（へ）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

　　　　　　  当社では、現在監査役の職務を補助すべき使用人を設置していないが、監査役によ

る設置要請がなされる等設置が必要な場合には、監査役スタッフを置くこととする。

（ト）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査役の

指示の実効性の確保に関する事項

　　  a.監査役の職務を補助すべき使用人の人事（異動、評価、処分等）については取締役と

監査役が協議を行うこととする。

　　  b.監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従うものとする。

（チ）当社の監査役への報告に関する体制

　　　　  a.当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制

　  ⅰ. 当社において監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、重要な意思決定の過

程および業務の執行状況の把握を行うとともに、必要に応じて取締役および使用

人に対して報告を求めることができるほか、主要な決裁書、その他業務執行に関

する重要な文書を閲覧できる体制を継続する。

　  ⅱ. 監査役は代表取締役等との定期的な打合せにより、報告事項等を把握できる体制

を確保することとする。

　  ⅲ. 取締役・使用人は、当社並びにグループ会社における重大な法令違反、その他コ

ンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告を

行うこととする。

　  ⅳ. 法令違反、その他のコンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告

体制を確保するため、監査室・外部監査人との連携を図ることとする。

　　　　  b.子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員および使用人またはこれらの者から報

告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

　  ⅰ. 当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を

求められた時は、速やかに適切な報告を行う。
 

　  ⅱ. 当社グループの役職員は、グループ会社各社における重大な法令違反、内部通報、

その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、コンプライア

ンス委員会等を通じ、直ちに監査役に報告を行うこととする。
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（リ）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制

　　  当社はコンプライアンス委員会等を通じ、当社監査役への報告がなされた当社グル

ープの役職員に対しては、内部通報規程に準拠し、本人に不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

（ヌ）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する

事項

　　　　  a.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第３８８条に基づく

費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る

費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速

やかに当該費用または債務を処理する。

　　　　  b.監査役会が独自の外部専門家（弁護士、会計士等）を監査役のための顧問とすること

を求めた場合、当社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、

その費用を負担する。

　　　　  c.当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の

予算を設ける。

（ル）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　　　　  監査役は、当社並びにグループ会社の法令遵守体制の運用に問題があると認めると

きは意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

（ヲ）財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制

　　　　　　  当社並びにグループ会社は、財務報告の適正性および信頼性を確保するため、金融

商品取引法および関係法令に基づく内部統制制度を有効かつ適切に運用することに努

める。

　　　　  また、監査室のモニタリング結果を踏まえ、継続的に運用評価・有効性の確認を行

い、必要に応じ改善を行うこととする。
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②  業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

（イ）コンプライアンス体制

　　　　　　　当社ではグループとしてコンプライアンス委員会を年４回定期開催しており、コン

プライアンス研修についてもグループ各社の経営者、管理職、従業員に対して実施し

ております。

　　　　　　　また、内部通報制度についてもグループ各社に周知させており、法令等に関して疑

義のある行為が発生した場合には、厳正な調査を行い、改善・再発防止策を取る体制

を維持しております。

（ロ）リスク管理体制

　　　　　　  当社ではグループとしてリスク管理委員会を年２回定期開催しており、各種リスク

の識別、分析を行っております。

　　　　　　  また、海外を含む危機管理マニュアルを制定しており、同マニュアルに基づき行動

する体制を整えております。

（ハ）取締役会の職務の執行体制

　　　　　　  当社では決裁基準に従い、取締役会の決議事項および報告事項を明確に定めたうえ

で、取締役会を本年度１３回開催しております。

　　　　  また、取締役会の他、グループ経営会議を年１２回開催しており、重要案件につい

て議論がなされております。

（ニ）子会社の経営管理体制

　　　　　　  当社では本年度１２回実施したグループ経営会議において、子会社の業績や営業状

況等が報告されており、また、子会社管理規程・海外事業会社管理規程に従い、子会

社の管理がなされております。

（ホ）監査役監査の実効性

　　　　　　  当社では監査役がコンプライアンス委員会に委員として本年度４回参加しており、

内部通報やコンプライアンス違反等の報告を受ける体制が整備されております。

　　　　　　  また、取締役会以外についてもグループ経営会議へ出席するなど社内の重要な意思

決定の過程および業務の執行状況についても把握しております。
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(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定め

がある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

　剰余金の配当につきましては、株主の皆様への安定した配当を行うことを基本方針としてお

ります。

　そのようななかで、当事業年度の期末配当金につきましては、株主の皆様へ利益還元を充実

させるため、平成30年５月11日開催の当社取締役会におきまして１株につき４円75銭と決定さ

せていただきます。すでに、平成29年12月11日に実施済みの中間配当金１株当たり３円75銭と

合わせまして、年間配当金は１株当たり８円50銭となります。

(6) 会社の支配に関する基本方針

　当社における会社の支配に関する基本方針、すなわち当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者の在り方に関する基本方針、及び基本方針実現のための取組み、不適切な者による支

配を防止するための取組み、並びに各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由は、以

下の通りであります。

①　会社の支配に関する基本方針の概要

　当社は、当社の株主の在り方については、当社株式の市場における自由な取引を通じて決せ

られるものであり、当社の支配権の移転を伴う大規模買付行為の提案がなされた場合にこれに

応じるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと

考えております。

　しかしながら、大規模買付行為の中でも、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、当社の取締役会や株主の皆様が買付条件等について検討し、あるいは当社の取締役

会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等については、当社の企業価

値・株主共同の利益の確保・向上を妨げ、個々の株主の皆様の判断に委ねるべき前提を欠くも

のと考えられます。

　当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある

不適切な大規模買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者としては適切でないと考えております。
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②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

　当社及び当社グループ(以下、総称して｢当社グループ｣といいます。)は、大正10年(1921年)

の創業以来、｢品質本位に最善の努力を行い、最高の商品を提供する企業として、社会・文化に

貢献する。｣との企業理念に立ち、容器・充填・機械製作事業等を営んでおります。

　当社は、平成17年10月に純粋持株会社へ移行し、｢グループ全体の最適な戦略立案｣｢事業会社

の経営執行の監督｣｢グループ資源の最適配分｣を行ってまいりました。

　当社グループでは、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、

企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることに役員・社員一丸となって取り組むととも

に、経営の透明性・客観性の確保に努めております。これらの取組みは、会社の支配に関する

基本方針の実現にも資するものと考えております。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止する取組み

　当社は平成20年６月27日開催の定時株主総会において、｢当社株式の大規模買付行為に関する

対応策(買収防衛策)｣をご承認いただいており、その後、所要の変更を加えた上で、直近では、

平成29年６月29日開催の定時株主総会において、新たに買収防衛策(以下｢本プラン｣といいま

す。)を株主の皆様にご承認いただいております。

(イ) 本プラン導入の目的

　本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものです。

　当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様

が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合

理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考

え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルー

ル(以下、｢大規模買付ルール｣といいます。)を設定することとし、会社の支配に関する基

本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含め

た買収防衛策として本プランを導入することといたしました。
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(ロ) 本プランの対象となる当社株券等の買付

　本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上

とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決

権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為(いずれについても予め当社取締役会が同

意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませ

ん。以下、かかる買付行為を｢大規模買付行為｣といい、かかる買付行為を行う者を｢大規

模買付者｣といいます。)とします。

(ハ) 独立委員会の設置

　本プランを適正に運用し、当社決定の合理性・公正性を担保するため、当社は、独立委

員会規程を定めるとともに、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３名以上

とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外監査

役又は社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。

　独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、大規模買付

行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益を著しく損なうか否かの判断、対抗措置の発動不発動の判断、発動した対抗措置の

停止又は変更等の判断など、当社取締役会の諮問に対して勧告するものとし、当社取締役

会は独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。独立委員会の勧告内容について

は、その概要を適宜情報開示することとします。

　なお、独立委員会の判断が、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者で

ある専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントそ

の他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。

(ニ) 大規模買付ルールの概要

　当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対し

て、必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に

大規模買付行為を開始する、というものです。
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a. 大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模

買付行為の提案に先立ち、まず、意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会

に提出していただきます。

b. 大規模買付者による当社に対する必要情報の提供

　当社取締役会は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付者に対し

て、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記

載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、必要情報を、当社取締役会

が適切と判断する期限までに当社取締役会に書面にて提出していただきます。

　その上で提出された必要情報について当社取締役会は速やかに独立委員会に提出す

ることとします。これを受けて独立委員会が精査した結果、独立委員会が、当該必要情

報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として不十分であると判断した場合に

は、独立委員会は、直接又は当社取締役会を通じて、大規模買付者に対して追加的に情

報提供を求めることがあります。

　また、大規模買付者が出現し、当該大規模買付者から大規模買付行為の提案があった

事実及び当社取締役会に提供された必要情報は、当社取締役会が、その全部又は一部を

適時適切に開示します。

　なお、独立委員会が、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な情報が大規

模買付者から提出されたと判断した場合には、独立委員会は、直接又は当社取締役会を

通じて、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を開示いたします。

c. 当社取締役会による必要情報の評価・検討等

　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付行為が対価を

現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全株式の買付けの場合は最長60日間、そ

れ以外の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案

立案のための期間として設定します。独立委員会は取締役会の意見及びその根拠資料

並びに代替案等を受領した上、大規模買付行為の内容の検討、大規模買付者と当社取締

役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、当社取締役会の提供する代

替案の検討等を行います。
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　当社取締役会は、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会として

の意見を慎重にとりまとめ、開示いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間

で大規模買付行為に関する条件改善について交渉を行います。

d. 取締役会の決議及び株主総会の開催

　当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動又は不発動

等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。

　また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動につ

いて株主総会の決議を得ることが相当であると判断し、当社取締役会に対して株主総会

の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可

否を十分にご検討いただくための期間として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討

期間中に当社株主総会を開催することとします。

　株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会

は、当該株主総会の決議に従うものとします。当該株主総会が対抗措置を発動すること

を否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株

主総会の終結をもって株主検討期間は終了することとし、当社は、当該株主総会の結果

を決議後適時適切に開示いたします。

(ホ) 大規模買付行為が実施された場合の対応

a. 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合には、具体的な買付方法の如

何にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社グル

ープの企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割

当等、会社法その他の法令等及び当社定款が認める対抗措置をとることにより大規模買

付行為に対抗する場合があります。
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b. 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大

規模買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付者による大規模買付行為の提案

についての反対意見を表明したり、代替案を提示するなど、株主の皆様を説得するに留

め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の当

該提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該提案及び当社が提示する当該提案

に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

　但し、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当

社に回復し難い損害をもたらすなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なうと判断される場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員会の勧告を

最大限尊重した上で、また、必要に応じて株主総会の承認を得た上で、当社グループの

企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要かつ相当な範囲で、対抗措置の発動

を決定することができるものとします。

(ヘ) 株主の皆様に与える影響等

a. 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等

　大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために

必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様

が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の

皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をす

ることが可能となり、そのことが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の保

護につながるものと考えます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆

様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するも

のであると考えております。

b. 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響

　大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合又は大規模買付ルールが順

守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に

は、当社取締役会は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目
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的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令等及び当社定款により認めら

れている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様(大

規模買付ルールを順守しない大規模買付者及び会社に回復し難い損害をもたらすなど

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるような

大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利又は経済的側面において

格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。

(ト) 本プランの適用開始、有効期限及び廃止

　本プランの有効期限は、2020年６月に開催される当社定時株主総会終結の時までとしま

す。但し、本プランは、株主総会において承認可決され発効した後であっても、①当社株

主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プ

ランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

　また、本プランの有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観

点から随時見直しを行い、当社株主総会の承認可決を得て本プランの変更を行うことがあ

ります。その場合には、その変更内容を速やかに開示します。

④　本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社グループ

の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とする

ものではないことについて)

(イ) 当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されてい

ること

　本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該買付に応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な

情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とする

ことにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるとい

う目的をもって導入されているものです。
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(ロ) 事前の開示

　当社は、株主の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適切な判断の

機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。

　また、当社は今後も、法令等に従い、必要に応じて適時適切な開示を行います。

(ハ) 株主意思を反映するものであること

　本プランの効力は、株主総会において、株主の皆様のご承認が得られることを条件に生

じるものとしており、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

　また、継続後は本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることにな

り、株主の皆様のご意向が反映されます。

(ニ) 独立性の高い社外者の判断の重視

　当社は、本プランにおける対抗措置の発動等に関し、当社取締役会に対して勧告等を行

う諮問機関として、当社の業務執行から独立している委員で構成される独立委員会を設置

します。

(ホ) 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動

されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組

みを確保しております。

(ヘ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によ

って廃止することが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取

締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではあり

ません。また、当社は取締役の任期を1年としているため、本プランはスローハンド型買

収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、対抗措置の発動を

阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

－ 29 －

会社の支配に関する基本方針



連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類

連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

45,685

1,329

28,117

3,233

9,543

549

2,937

△25

92,008

66,488

22,607

18,461

15,883

5,185

3,661

688

929

24,589

21,886

634

46

410

1,791

△179

流 動 負 債 45,305

買 掛 金 19,961

短 期 借 入 金 14,600

リ ー ス 債 務 738

未 払 法 人 税 等 840

賞 与 引 当 金 906

そ の 他 8,258

固 定 負 債 37,314

長 期 借 入 金 28,497

リ ー ス 債 務 3,629

繰 延 税 金 負 債 1,389

退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,050

そ の 他 747

負 債 合 計 82,620

純 資 産 の 部

株 主 資 本 48,357

資 本 金 11,086

資 本 剰 余 金 11,070

利 益 剰 余 金 28,157

自 己 株 式 △1,956

その他の包括利益累計額 5,240

その他有価証券評価差額金 6,121

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1

為 替 換 算 調 整 勘 定 △247

退職給付に係る調整累計額 △634

非 支 配 株 主 持 分 1,475

純 資 産 合 計 55,072

資 産 合 計 137,693 負 債 純 資 産 合 計 137,693

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 119,274
売 上 原 価 100,701

売 上 総 利 益 18,572
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,437

営 業 利 益 5,135
営 業 外 収 益

受 取 利 息 27
受 取 配 当 金 278
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 345
賃 貸 資 産 収 入 109
そ の 他 914 1,675

営 業 外 費 用
支 払 利 息 271
賃 貸 費 用 51
そ の 他 183 507
経 常 利 益 6,303

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 285
そ の 他 132 418

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 326
減 損 損 失 303
投 資 有 価 証 券 評 価 損 43
そ の 他 13 686

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,035
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,825
法 人 税 等 調 整 額 △13 1,811
当 期 純 利 益 4,223
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 ( △ ) △38
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,261

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 11,086 11,070 24,352 △1,954 44,555

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457 △457

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,261 4,261

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 3,804 △2 3,801

当 期 末 残 高 11,086 11,070 28,157 △1,956 48,357

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配
株主持分

純資産
合　計

その他有価
証 券 評 価
差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 5,679 11 67 △878 4,879 1,633 51,068

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― △457

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

― 4,261

自 己 株 式 の 取 得 ― △2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

442 △10 △314 243 360 △157 202

連結会計年度中の変動額合計 442 △10 △314 243 360 △157 4,004

当 期 末 残 高 6,121 1 △247 △634 5,240 1,475 55,072

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　１２社

・主要な連結子会社の名称　　　　北海製罐株式会社

株式会社日本キャンパック

オーエスマシナリー株式会社

株式会社西日本キャンパック

日東製器株式会社

昭和製器株式会社

東都成型株式会社

株式会社コスメサイエンス

くじらい乳業株式会社

株式会社ワーク・サービス

PT.HOKKAN INDONESIA

NIHON CANPACK(VIETNAM)CO.,LTD.

②　非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称　　　KE・OSマシナリー株式会社

・連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数

１社

・会社の名称　　　　　　　　　　ユニバーサル製缶株式会社

②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称　　　　　　KE・OSマシナリー株式会社

・持分法を適用しない理由　　　　持分法非適用会社はいずれも小規模であり、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要

な影響を及ぼしていないためであります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

・ 時価のあるもの　　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しており

ます。

・ 時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

時価法を採用しております。

ハ．たな卸資産（通常の販売目的で保有するたな卸資産）

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採

用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　２～５０年

機械装置及び運搬具　　　２～１７年

ロ．無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア　　３～５年

（社内における見込利用可能期間）

ハ．リース資産

(所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係る

リース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがあ

る場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　 賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。
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④　退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。金利スワップ取引について特例処理の要件を充たしている場合に

は特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）金利スワップ取引、通貨スワップ取引、為替予約取引

（ヘッジ対象）借入金利息、外貨建長期借入金、未払金、設備関係未払金

ハ．ヘッジ方針

金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。また、為替変動リスクを一定

の範囲内でヘッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理

の要件を充たしている金利スワップ取引については、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

ロ．連結納税制度

連結納税制度を適用しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 173,005百万円

(2) 債務保証

従業員の金融機関からの借入金に対して保証を行っております。 3百万円

借入金に対して保証を行っております。

　ユニバーサル製缶株式会社 143百万円

３．連結損益計算書に関する注記

減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 金額(百万円)

事業用設備(軟包材充填設備) 機械装置等 東京都北区 245

遊休地 土地 北海道石狩市 19

遊休設備 建設仮勘定 群馬県明和町 17

遊休地 土地 群馬県館林市 16

遊休地 土地 北海道小樽市 5

（経緯）

上記の事業用設備については、収益性の低下により、投資額の回収が見込めなくなったため、減損損失を認

識いたしました。遊休設備については、使用が見込めなくなり、投資額の回収が見込めなくなったため、減

損損失を認識いたしました。また、遊休地については、需要の落ち込みにより価格が下落したことにより、

減損損失を認識いたしました。

（グルーピングの方法）

当社グループは、事業用資産については主として工場を資産グループの基礎として、また一部の事業用資産

については容器の種類を資産グループの基礎として、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位毎

に資産のグルーピングを行っております。また、遊休資産については個別物件単位で資産のグルーピングを

行っております。

（回収可能価額の算定方法等）

事業用設備については、正味売却価額により測定しており、備忘価額まで減額して評価しております。遊休

設備及び遊休地については、正味売却価額により測定しており、備忘価額又は第三者による価格調査の算定

価額まで減額して評価しております。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 ( 千 株 ) 67,346 ― ― 67,346

(2) 自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普 通 株 式 ( 千 株 ) 6,393 6 ― 6,399

（変動事由の概要）

　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　6千株

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成29年5月11日
取締役会

普通株式 228 3円75銭 平成29年3月31日 平成29年6月9日

平成29年11月6日
取締役会

普通株式 228 3円75銭 平成29年9月30日 平成29年12月11日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成30年5月11日
取締役会

普通株式 利益剰余金 289 4円75銭 平成30年3月31日 平成30年6月7日
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５．金融商品に関する注記

金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については金融機関からの借入等

により資金を調達しております。デリバティブは、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するために利

用し、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、グループ各社ごとの与信限度取扱規定等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと

もに、取引先の信用状況を毎期見直す体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の

株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。

長期貸付金に係る貸付先の信用リスクに関しては、貸付時に社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹

底し、定期的に貸付先の信用状況を確認しております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日となっております。

有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リー

ス取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金及び外貨建長期借入金については、

金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されていますが、その一部についてはデリバティブ取引（金利スワ

ップ取引及び通貨スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法につい

ては、ヘッジ開始日から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計又

はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例

処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

通貨関連は、外貨建債務について、為替変動リスクを一定の範囲に限定することを目的に為替予約取引をヘ

ッジ手段として利用しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバ

ティブの利用にあたっては、信用リスクを低減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っており

ます。

金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま

せん（(注2)参照）。
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(単位：百万円)

連結貸借対照表
計上額(※1)

時価(※1) 差額

(1) 現金及び預金 1,329 1,329 ―

(2) 受取手形及び売掛金 28,117 28,117 ―

(3) 電子記録債権 3,233 3,233 ―

(4) 投資有価証券

　　　その他有価証券 13,601 13,601 ―

(5) 長期貸付金 634

 　　　貸倒引当金(※2) △97

536 536 △0

(6) 買掛金 （19,961） （19,961） ―

(7) 短期借入金 （14,600） （14,600） ―

(8) リース債務(流動負債) （738） （738） ―

(9) 長期借入金 （28,497） （28,496） 0

(10) リース債務(固定負債) （3,629） （3,599） 30

(11) デリバティブ取引(※3)
　　ヘッジ会計が適用されていないもの 34 34 ―
　　ヘッジ会計が適用されているもの （3） （3） ―

（※1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（※2）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 (※3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（　）で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 電子記録債権

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5) 長期貸付金

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、債務者の財務内容に基づく回収見込

額等により時価を算定しております。

(6) 買掛金、(7) 短期借入金、並びに(8) リース債務(流動負債)

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

－ 39 －
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(9) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。一部の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象と

されており（下記(11)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(10) リース債務(固定負債)

リース債務(固定負債)の時価については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(11) デリバティブ取引

デリバティブ取引については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。なお、金

利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記(9)参照）。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額165百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積

ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券　その他

有価証券」には含めておりません。なお、関係会社株式8,118百万円は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

６．賃貸等不動産に関する注記

当社及び一部の連結子会社では、北海道その他の地域において、遊休地及び賃貸用住宅等（土地を含む。）を

有しております。平成30年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は9百万円（賃貸収益は営業外収

益、主な賃貸費用は営業外費用に計上）、減損損失は41百万円（特別損失に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末
の時価（百万円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,208 △64 1,144 2,123

（注）１．当連結会計年度増減額のうち、主要な減少額は減損損失（△41百万円）等であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による鑑定評価に基づく

金額、その他の物件については適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社

で算定した金額であります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 879円41銭

(2) １株当たり当期純利益 69円92銭

－ 40 －

連結注記表



2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類

貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

投 資 損 失 引 当 金

貸 倒 引 当 金

17,312

611

16,031

635

33

△0

63,458

96

25

4

19

46

83

63,277

12,268

25,656

29,600

31

563

△4,779

△62

流 動 負 債 15,565

短 期 借 入 金 15,246

未 払 金 236

繰 延 税 金 負 債 2

賞 与 引 当 金 6

そ の 他 73

固 定 負 債 30,358

長 期 借 入 金 27,886

退 職 給 付 引 当 金 88

長 期 預 り 金 44

繰 延 税 金 負 債 2,262

そ の 他 77

負 債 合 計 45,923

純 資 産 の 部

株 主 資 本 29,769

資 本 金 11,086

資 本 剰 余 金 10,743

資 本 準 備 金 10,725

そ の 他 資 本 剰 余 金 18

利 益 剰 余 金 9,895

利 益 準 備 金 2,771

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,123

別 途 積 立 金 1,600

繰 越 利 益 剰 余 金 5,523

自 己 株 式 △1,956

評 価 ・ 換 算 差 額 等 5,077

その他有価証券評価差額金 5,077

純 資 産 合 計 34,846

資 産 合 計 80,770 負 債 純 資 産 合 計 80,770

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 益

受 取 配 当 金 878

経 営 管 理 料 1,256 2,134

営 業 費 用

一 般 管 理 費 1,372 1,372

営 業 利 益 761

営 業 外 収 益 531

営 業 外 費 用 188

経 常 利 益 1,103

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 285

投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 1,617 1,902

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 43

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 4

経 営 統 合 関 連 費 用 6 54

税 引 前 当 期 純 利 益 2,952

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 192

法 人 税 等 調 整 額 45 237

当 期 純 利 益 2,714

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 42 －
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株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金

当 期 首 残 高 11,086 10,725 18 10,743 2,771 1,600

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ―

当 期 純 利 益 ―

自 己 株 式 の 取 得 ―

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― ―

当 期 末 残 高 11,086 10,725 18 10,743 2,771 1,600

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 3,266 7,637 △1,954 27,514 4,826 4,826 32,340

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △457 △457 △457 ― △457

当 期 純 利 益 2,714 2,714 2,714 ― 2,714

自 己 株 式 の 取 得 ― △2 △2 ― △2

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

― ― 251 251 251

事業年度中の変動額合計 2,257 2,257 △2 2,254 251 251 2,506

当 期 末 残 高 5,523 9,895 △1,956 29,769 5,077 5,077 34,846

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

時価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は定額法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は定額法を採用しております。ただしソフトウェ

ア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（５年）による定額法であります。

③　リース資産の減価償却の方法はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある

場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上

しております。

③　退職給付引当金　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を

計上しております。

過去勤務費用は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により発生した事業年度から費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しております。

－ 44 －
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④　投資損失引当金　　　　関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態及び回収可能

性を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

(4) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。金利スワップ取引について特例処理の要件を充たしている場合には

特例処理を採用しております。

②　ヘッジ条件とヘッジ対象

（ヘッジ手段）金利スワップ取引

（ヘッジ対象）借入金利息

③　ヘッジ方針

金利リスクの低減の為、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理

の要件を充たしている金利スワップ取引については、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②　連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

③　退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類にお

けるこれらの会計処理の方法と異なっております。

－ 45 －
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 204百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 16,202百万円

② 長期金銭債権 29,600百万円

③ 短期金銭債務 1,093百万円

④ 長期金銭債務 44百万円

(3) 債務保証

従業員の金融機関からの借入金に対して保証を行って 0百万円

おります。

借入金に対して保証を行っております。

PT.HOKKAN INDONESIA 172百万円

ユニバーサル製缶株式会社 143百万円

３．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 2,134百万円

一般管理費 15百万円

営業取引以外の取引による取引高 292百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 増加 減少 当 事 業 年 度 末

普 通 株 式 ( 千 株 ) 6,393 6 － 6,399

（変動事由）

　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　6千株

－ 46 －
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５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動の部
繰延税金資産

賞与引当金 2 百万円
その他 0

繰延税金資産合計 2

繰延税金負債
未払事業税 2
その他 2

繰延税金負債合計 5

繰延税金負債の純額（流動） △2

固定の部
繰延税金資産
退職給付引当金 26
長期未払金 7
投資有価証券等評価損 140
関係会社株式
投資損失引当金

1,646
1,463

ゴルフ会員権評価損 38
貸倒引当金 19
その他 17

繰延税金資産小計 3,360
評価性引当額 △3,329

繰延税金資産合計 30

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 2,240
前払年金費用 9
その他 41

繰延税金負債合計 2,292

繰延税金負債の純額（固定） △2,262

－ 47 －
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６．関連当事者との取引に関する注記

（子会社等）

属 性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金

事 業 の
内 容

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関係内容
取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

北海製罐㈱
北海道
小樽市

百万円
3,000

容器事業
所有

（直接）
100.0

兼任
7名

経営
管理等

経営管理料
(注1)

363 － －

資金の貸付
（注2）

875
(注3)

短期
貸付金

404

資金の貸付
（注2）

2,000
長期
貸付金

19,500
資金の回収 2,000

東都成型㈱
群馬県
邑楽郡

百万円
160

容器事業
所有

（間接）
100.0

兼任
1名

経営
管理等

資金の貸付
(注2)

1,329
(注3)

短期
貸付金

439

資金の貸付
(注2)

3,000
長期
貸付金

4,200

㈱日本キャ
ンパック

東京都
千代田区

百万円
411

充填事業
所有

（直接）
99.8

兼任
3名

経営
管理等

経営管理料
(注1)

824 － －

資金の貸付
（注2）

191
(注3)

短期
貸付金

2,354

資金の回収 3,000
長期
貸付金

12,000

㈱西日本キ
ャンパック

岐阜県
岐阜市

百万円
480

充填事業
所有

（直接・間接）
100.0

兼任
1名

経営
管理等

資金の貸付
(注2)

－
長期
貸付金

4,600

オーエスマ
シナリー㈱

北海道
小樽市

百万円
400

機械製作
事業

所有
（直接）

100.0

兼任
2名

経営
管理等

資金の貸付
(注2)

－
長期
貸付金

1,300

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）基本契約書に基づき前年度の売上高等を算定基準として毎期決定しております。

（注2）資金の貸付については市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。

（注3）取引金額は、期中平均残高を表示しております。

７．１株当たり情報に関する注記

（1）１株当たり純資産額 571円76銭

（2）１株当たり当期純利益 44円54銭

－ 48 －

個別注記表



2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年５月８日

ホッカンホールディングス株式会社

取　締　役　会　御中

きさらぎ監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 竹 見 　 浩 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鶴　田　慎之介 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ホッカンホールディングス株式会社の

平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ

た。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備

及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

－ 49 －
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、ホッカンホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上

－ 50 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年５月８日
ホッカンホールディングス株式会社

取　締　役　会　御中

きさらぎ監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 竹 見 　 浩 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鶴　田　慎之介 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ホッカンホールディングス株式

会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第93期事業年度の計算書類、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい

て監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書

類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、

監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

－ 51 －

計算書類に係る会計監査報告



連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書

類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査

の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその

附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　　上

－ 52 －

計算書類に係る会計監査報告



2018/05/28 11:50:36 / 17369723_ホッカンホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第93期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な会議の議事録及び決裁
書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして法令に定める体制の整備に関する取締役会決議に基づき整備され
ている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査
役監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びきさらぎ監査法人から当該内部
統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針及び各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。
　子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた
しました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告並びに職務の執行
が適正に行われることを確保するための体制を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年
１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ説明を
求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 53 －
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
二　　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
三　　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

　また、取締役の職務の執行として行われる当該内部統制システムの構築及び運用の
状況については、継続的な改善が図られているものと認めます。
　今後も当社グループのコーポレートガバナンスの充実及び内部統制の徹底に関する
取組みについて、その取組み状況を注視してまいります。
　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効
である旨の報告を取締役等及びきさらぎ監査法人から受けております。

四　　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方
に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。
　また、事業報告に記載されている各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、
当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を
目的とするものではないと認めます。

五　　事業報告に記載のとおり、子会社である北海製罐株式会社では平成29年4月20日に食
品用空缶取引並びに平成30年2月6日に飲料用空缶取引に関して、独占禁止法違反の疑
いがあるとして公正取引委員会の立入検査を受け、調査が継続しております。また、
遠東新世紀股份有限公司及びその子会社から平成29年3月31日付訴状及び平成29年5月
19日付訴状を受領し、係争中であります。
　これらの件につきましては、監査役会として今後も会社の対応を注視してまいる所
存であります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　きさらぎ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人　きさらぎ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年5月10日
ホッカンホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役 竹 田 由 里 
監　査　役 寺 嶋 　 勉 
社外監査役 新 名 孝 信 
社外監査役 田 代 宏 樹 

以　上
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地図




